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令和６ 年度 手話に関する 施策の実施状況 

 

１  はじ めに 

（ １ ） 神戸市における 手話に関する 施策 

 ・ 本市においては、 手話への理解の促進及び手話の普及を 目的と し て議員提案さ れた

「 神戸市みんなの手話言語条例」 が平成 27 年４ 月１ 日に施行。（ 政令指定都市初）  

・ 本条例には、 目的、 基本理念と と も に、 市の責務や市民・ 事業者の役割、 市が施策の 

推進方針を 定める こ と など が盛り 込ま れている 。  

・ 本条例第９ 条にも と づき 、令和６ 年度の本市における 手話に関する 施策の実施状況に

ついて、 以下のと おり 報告する 。  

（ 参考） 神戸市みんなの手話言語条例 

 ht t ps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a97737/kenko/handi cap/syakai kat dudou/shuwagengo. html  

 

（ ２ ） 手話に関する 施策の推進に関する 法律の施行 

・ 手話に関する 施策を総合的に推進する こ と を 目的と し て、 令和７ 年６ 月 25 日に「 手

話に関する 施策の推進に関する 法律（ 手話施策推進法）」 が施行。  

・ こ れによ り 、 手話の習得及び使用する 者の意思の尊重、必要かつ合理的配慮が適切に

行われる ために必要な環境の整備、 手話文化の保存、 継承およ び発展、 並びに手話に

関する 国民の理解と 関心の増進を 図る ための対応が求めら れる こ と と なっ た。  

・ 手話に関する 理解と 関心を 深める ため、 ９ 月 23 日を 「 手話の日」 と し て設定。  

 

２  手話への理解の促進及び手話の普及のための施策 

（ １ ） 手話啓発講座の開催 

市民グループが自主的に開催する 講座に講師を 派遣。 子ど も を 含む市民を 対象と し た

聴覚障害の理解のための啓発講座を実施。  

・ こ ど も 向け講座（ 10 団体・ 286 名受講）  

・ 大人向け講座（ ４ 団体・ 91 名受講）     合計 14 団体 377 人 

 

（ ２ ） 手話講習会の開催 

聴覚障害への理解を 深め、手話によ る あいさ つや簡単な会話を 学ぶ手話講習会を 実施。 

                          （ こ う べ市民福祉振興協会） 

・ こ ど も 手話講座（ 全 10 回）  18 名受講 

 

（ ３ ） 市職員への研修の実施 

・ 福祉局職員向け手話講習会…聴覚障害やコ ミ ュ ニケーショ ン方法について学ぶ講習

会を開催。（ 計 10 回・ 延べ 157 人受講）  

・ 新規採用職員研修…「 聴覚障害者と のコ ミ ュ ニケーショ ン」 をテーマに、 聞こ えない 

こ と を 理解し 配慮の方法等を学ぶ研修を実施。（ 204 名受講）  

・ 階層別研修（ ４ 級職員、 係長昇任時、 課長昇任時） …聴覚障害者への配慮や手話を含

む障害者福祉に関する 研修を実施。（ 343 名受講）          （ 職員研修所）  

https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/kenko/handicap/syakaikatdudou/shuwagengo.html
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（ ４ ）「 手話を 学べる 動画」 配信（ 平成 27 年 11 月～）  

手話への理解の促進、 手話の普及を 図る ために兵庫県聴覚障害者情報センタ ーと 協力

し て制作し た「 手話を 学べる 動画」 を 本市ホームページ上で配信。  

地域生活編・ 観光編・ 日常生活編・ 防災編・ 手話単語・ 挨拶の手話・ 指文字 計 40 話 
 
（ ５ ） 手話言語国際デーでのブルーラ イ ト アッ プ 

・ 平成 29 年 12 月 19 日の国連総会で、 毎年 9 月 23 日を 手話言語の国際デーと 決議。 

・ 令和４ 年度、 世界ろう 連盟が、 世界各地の全ての公共の場所やラ ンド マーク 、 公式の 

建物等のブルーラ イ ト アッ プを 呼びかけた。こ れに応じ て、全日本ろう あ連盟が全国

に呼びかけ、 以降、 毎年 9 月 23 日には各地で国際デーを 記念する 啓発イ ベント やブ

ルーラ イ ト アッ プが行われている 。  

・ 本市では、 ４ 年度は市役所１ 号館、 錨山電飾、 ５ 年度にフ ラ ワ ーロ ード 光のミ ュ ージ

アム、 し あわせの村、 ６ 年度は兵庫運河入江橋、 ハーバーラ ンド ガス 燈通り 、 六甲ア

イ ラ ンド リ バーモールを 新たに追加し 、 ７ 箇所でブルーラ イ ト アッ プを 実施。（ 日没

～23:00）  

 

（ ６ ） その他の普及啓発 

 ・ 手話言語の国際デーの期間に合わせ、 東遊園地の花時計のデザイ ンを「 耳マーク 」 と

し 、 聴覚障害者理解のための啓発を実施。（ 令和６ 年９ 月 12 日～10 月 16 日）  

・ 手話通訳者要約筆記通訳者啓発ポス タ ー「 こ と ばが届く 、 喜び」 を制作し 、 掲示やチ

ラ シ配布等を行っ た。（ コ ミ ス タ こ う べ、 世界パラ 陸上会場、 第 35 回こ う べ福祉・

健康フ ェ アなど ）  

 

３  手話によ る 情報保障およ びコ ミ ュ ニケーショ ン の支援 

（ １ ） 手話通訳者等個人派遣 

［ 目的］  

公的機関・ 医療機関等での社会生活上必要不可欠な用務への支援や社会参加のための

資格取得や技能を向上さ せる ための講習受講に公費によ る 個人派遣を実施。  

［ 要件］  

身体障害者手帳（ 聴覚） 所持者（ 令和元年度から 年齢要件を 撤廃）  

[ 受付]  

平日９ 時～19 時 50 分、 休日９ 時～16 時 50 分（ 令和２ 年８ 月以降、 受付時間拡充）  

 ［ 実績］  

（ 令和 6 年度： 手話通訳利用者 実人数 297 名・ 要約筆記利用者 実人数 24 名）  

 

 

項目 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 

手話通訳派遣件数 3, 693 4, 236 4, 429 4, 616 4, 475 

手話通訳登録数 133 130 130 138 137 

要約筆記者派遣件数 136 178 250 267 275 

要約筆記者登録数 50 49 42 45 43 



                   

- 3 - 
 

[ 報酬]  

令和元年度から 手話通訳者等の報酬単価を増額し 、 支援者の安定的な確保に取り 組ん

でいる 。（ 5, 000 円/3 時間→3, 000 円/1 時間）  

 

[ 遠隔手話通訳サービ ス の導入（ 令和３ 年６ 月～） ]  

聴覚障害者が保健所等への相談や病院への受診の際、 タ ブレ ッ ト やス マート フ ォ ンの

越し の手話通訳者を 介し 、 直接対面する 方と の意思疎通を図る 「 遠隔手話通訳サービ

ス 」 を導入。  

 

（ ２ ） 手話通訳者区役所窓口への配置（ 計 12 名）  

 各区役所・ 支所に手話通訳者を 配置し 、 手話を 必要と する 来庁者の手話通訳を 行う 。

（ 延べ 5, 431 件・ 延べ来庁者数 4, 165 人）  
 

（ ３ ） 手話通訳者の本庁舎への配置（ ２ 名）  

  本庁に来庁する 聴覚障害者のための手話通訳や、 定例市長会見や聴覚障害を 有する 職

員の所属における 会議等へ手話通訳者を派遣。（ 延べ 131 件）  

 

（ ４ ） 市長定例会見など の動画配信における 手話通訳の実施 

市長定例会見や臨時会見等の動画配信（ 生・ 録画） において、 手話通訳を実施。  

 

（ ５ ） 市会本会議等中継における 手話通訳の実施    

市会本会議傍聴者への手話通訳や、 イ ンタ ーネッ ト 配信を 行っ ている 市会本会議等の

中継（ 生・ 録画） において手話通訳を 実施。傍聴席の一画にヒ アリ ングループを設置。  

 

４  手話通訳者等の確保及び養成のための施策 

（ １ ） 手話入門講座、 手話基礎講座の開催 

[ 対象] 手話でコ ミ ュ ニケーショ ンを図り たい方、 手話技術を習得し たい方、 手話通訳

者を 目指す方 

 ・ 入門講座  189 名修了（ 全区合計）  

・ 基礎講座  92 名修了（ 北区・ 長田区・ 垂水区・ 市民福祉大学でのみ開催）  

 

（ ２ ） 手話通訳者養成講座の開催 

[ 対象] 上記の手話入門講座・ 基礎講座を 修了し た方で、 手話通訳者を 目指す方等 

（ 手話通訳者養成の促進と 確保を 図る ため、 令和２ 年度から 受講料を 無料化。） 

 ・ 養成講座Ⅰ（ 昼・ 夜ク ラ ス  各全 30 回）   16 名受講 15 名修了 

 ・ 養成講座Ⅱ（ 昼・ 夜ク ラ ス  各全 26 回   11 名受講 10 名修了 

・ 養成講座Ⅲ（ 昼ク ラ ス     全 11 回）   9 名受講   9 名修了 
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（ ３ ） 要約筆記者養成講座の開催 

  音声によ る 話の内容をその場で要約し ながら 、 文字にし て伝える 筆記通訳を 行う 要約

筆記者養成のための講座を 実施。 手書き コ ース ・ パソ コ ンコ ース を 隔年で開催。  

 ・ 令和６ 年度「 パソ コ ンコ ース 」（ 全 29 回）   ３ 名受講 ３ 名修了 

   

５  学校における 理解の促進 

（ １ ） 普及・ 啓発リ ーフ レ ッ ト の作成 

リ ーフ レ ッ ト 「 神戸市みんなの手話言語条例 

知っ てま すか?! 」 を 作成し 、 周知を図っ ている 。  

 

（ ２ ） 難聴児学級における 取り 組み 

成人ろう 者を 講師に迎え、 手話と 指文字だけでコ ミ ュ ニケーショ ン を 行う 手話学習を

実施。  

 

（ ３ ） 手話に関する 教職員研修   

・ 難聴児と の関わり の中で使える 手話を 学ぶため、校内研修の一環と し て、教職員を対

象と し た「 手話研修」 を 全７ 回（ １ 回あたり 約１ 時間） 実施。  

・「 特定非営利活動法人神戸ろう あ協会」 から 講師を 招き 、 成人ろう 者から 、 ろう の世

界の現状や課題を 聞く こ と で、 難聴者やろう 者の苦労を知り 、 難聴理解に繋げる 。  

 

６  神戸市みんなの手話言語懇談会の開催 

（ １ ） 懇談会の趣旨 

条例第６ 条第３ 項に基づき 、市の手話にかかる 施策の推進方針の策定のため、ろう 者や

手話通訳者、 その他関係者の意見を聴く 場と し て設置。  

 

（ ２ ） 懇談会委員 

神戸市障害者施策推進協議会 

    関西学院大学教授            松岡 克尚 

神戸市身体障害者団体連合会理事長    髙野 清 

ろう 者代表 

   （ 公社） 兵庫県聴覚障害者協会事務局次長  嘉田 眞典 

（ 特非） 神戸ろう あ協会会長        小川 知子 

兵庫県立聴覚障害者情報センタ ー所長   岩本 吉正 

支援者代表 

    神戸市手話サーク ル連絡会        安田 幸子 

   （ 一社） 日本通訳士協会兵庫県支部     正岡 由美 

  関係者代表 

    兵庫県立神戸聴覚特別支援学校校長    長谷場純一 

神戸市社会福祉協議会事務局長      林 秀和 

（ 敬称略、 順不同、 開催当時）  
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（ ３ ） 懇談会開催状況 

 令和６ 年 11 月 25 日 

議題・ 令和６ 年９ 月市会（ 福祉環境委員会） における 報告について 

    ・ 各委員の所属団体の取り 組み状況について     

 

 （ 参考） 神戸市手話に関する 施策の推進方針（ 第２ 次）  ＜令和６ 年度～＞ 

     ht t ps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/document s/7129/dai 2j i hoshi n. pdf  

 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/7129/dai2jihoshin.pdf


令和７年 11 月 10 日 
神戸市福祉局障害福祉課 

 
令和 7 年度 手話普及啓発に関する取り組み状況（上半期） 

 
１ 手話啓発講座 
    ・こども向け手話啓発講座 市内 10 か所の児童館で開催 

・大人向け手話啓発講座（団体申込） 市内 3 団体で開催予定 
    
２ 広報紙こうべ９月号  P8 記事を掲載 
    ・ 「9 月 23 日は『手話の日』手話に親しみ、学んでみよう」 
      ブルーライトアップや大人向け手話啓発講座を紹介。 

手話を学べる動画二次元コードを掲載 
 
３ 手話言語の国際デーの啓発 
    ・９月 23 日ブルーライトアップ 市内８か所 
    ・展示︓さんちか地下通路、市立中央図書館 
 
４ デフリンピック関連 
    ・ふわぽん（神戸市社会福祉協議会のマスコット・市内のパラスポーツの PR 活動） 

応援キャラクター登録 
・9 月 22 日キャラバン隊歓迎セレモニー（中央区役所前） 
・9 月 22 日デフアスリート市長表敬訪問 
 

５ その他 
    ・手話通訳要約筆記通訳啓発ポスター 掲示 
      各区役所・図書館・市営地下鉄・ポートライナー駅構内など 
    ・電話リレーサービス・ヨメテル パンフレット配布 
      各区役所 
   ・市職員向け PC ロック画面を利用した手話に関する啓発 

 
６ 下半期の予定  
    ・手話啓発講座（中学生以上個人申込） 

11 月〜12 月当課主催講座３コマ開催予定 
  ・神戸新聞記事掲載 障害者週間（12 月３日掲載予定） 

      神戸市みんなの手話言語条例制定より 10 年（手話講座・ろう者インタビュー） 




